
今回の新しい学習指導要領は，改正教育基本

法を踏まえた教育内容の改定を行うものであ

る。学力の重要な要素である基礎的・基本的な

知識・技能の習得，それらを活用して課題を解

決するための思考力，判断力，表現力等の育成

及び学習意欲の向上を図るために，小・中学校

の授業時数増を図り，特に言語活動や理数教育

を充実する，豊かな心と健やかな身体を育むた

めに道徳教育や体育を充実するといった基本的

な考え方にもとづいて改定を行った。

今回の改定においては平成１７年４月から中央

教育審議会での審議が始まり，その間，教育基

本法や学校教育法の改正など教育の根本に関わ

る法改正を踏まえた審議が行われた。こうした

審議を受けて改訂された新しい学習指導要領

は，改正教育基本法や学校教育法に従い，教育

理念を実現するため，各学校において日々の教

育実践にかかわる教員として大変重要なもので

ある。従って，この新しい学習指導要領の理念

が各学校において実現されるためには，教員を

はじめとする学校関係者が新学習指導要領の理

念や内容についての理解を深めることが不可欠

である。

今回の高等学校学習指導要領改訂案の基本的

２．改訂の基本的な考え方

１．新学習指導要領

１２

な考え方は，幼稚園，小・中学校学習指導要領

等の改訂と同様に以下の３点である。

○教育基本法改正等で明確となった教育の

理念を踏まえ「生きる力」を育成する。

○知識・技能の習得と思考力・判断力・表

現力等の育成のバランスを重視する。

○道徳教育や体育などの充実により，豊か

な心や健やかな体を育成する。

高等学校において，卒業までに修得させる単

位数は，現行どおり７４単位以上とした。共通性

と多様性のバランスを重視し，学習の基盤とな

る国語，数学，外国語に共通必履修科目を設定

するとともに，理科の科目履修の柔軟性を向上

させた。週当たりの授業時数（全日制）は標準

である３０単位時間を超えて授業を行うことがで

きることを明確化した。義務教育段階の学習内

容の確実な定着を図るための学習機会を設ける

ことを促進する。

①　教育課程編成の一般方針

○教育基本法，学校教育法等に従い，教育課程

を編成し，教育基本法等に掲げる目標を達成す

るよう教育を行うことを明確化した。

○知識・技能を活用して課題を解決するための

思考力，判断力，表現力等の育成，言語活動の

３．卒業単位数等の教育課程の基本的な枠組み
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充実，学習習慣の確立等を規定した。

○道徳教育の目標として，伝統と文化を尊重し，

それらを育んできた我が国と郷土を愛し，公共

の精神を尊び，他国を尊重し，国際社会の平和

と発展や環境の保全に貢献する主体性ある日本

人を育成することを明確化した。また，「自他

の生命を尊重する精神」を養う適切な指導をす

べきとの配慮事項を追加した。

○体育・健康に関する指導は，生徒の発達の段

階を考慮すべき旨を規定した。

○食育の推進や安全に関する指導について規定

した。

②　義務教育段階の学習内容の確実な定着

○学校や生徒の実態等に応じ，必要な場合には，

例えば次の工夫を行い，義務教育段階での学習

内容の確実な定着を図る旨を規定した。

ア）義務教育段階の学習内容の確実な定着を図

るための学習機会を設けること。

イ）必履修教科・科目の単位数を増加させ，十

分な習得が図られるようにすること。

ウ）義務教育段階の学習内容の確実な定着を図

るための学校設定科目等を開設し，必履修科

目の履修の前に履修させること。

③　教育課程の実施等に当たって配慮すべき事

項

○学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育に

ついて，その全体計画を作成する旨を規定した。

○１０分間程度の短時間に行われるドリル学習等

も，一定の要件のもとで授業時数に算入できる

旨を規定した。

○学習の遅れがちな生徒等について，義務教育

段階の学習内容の確実な定着を図るための指導

を適宜取り入れるなど，指導内容や指導方法を

工夫する旨を明示した。

○障害のある生徒等について，特別支援学校等

の助言・援助を活用し，指導についての計画の

作成等により，障害の状態等に応じた指導の工

夫を行う旨を規定した。

○情報モラルの定着やコンピュータの実践的な

活用など情報教育の充実を規定した。

○生徒の責任感や連帯感等をはぐくむ部活動に

ついて，学校教育の一環として教育課程との関

連が図られるよう留意する旨を規定した。

改訂の基本的な考え方に基づき，主に以下の

事項について改善を図った。各項目については，

職業教育に関する項目以外は小・中学校学習指

導要領の改善事項と同様である。

○言語活動の充実

・国語をはじめ各教科等で批評，論述，討論な

どの学習を充実した。

○理数教育の充実

・遺伝など，近年の新しい科学的知見等を踏ま

え内容を充実し，統計に関する内容を数学Ⅰに

導入した。

・日常生活や社会との関連を重視した改善を図

った。

・数学Ⅰに〔課題学習〕を導入したり，科目

「理科課題研究」を新設したりするなど，知

識・技能を活用する学習や探究する学習を重視

した。

○伝統や文化に関する教育の充実

・歴史教育（世界史における日本史の扱い，文

化の学習を充実），宗教に関する学習を充実し

た。

・古典（国語），武道（保健体育），伝統音楽

（芸術「音楽」），美術文化（芸術「美術」），衣

食住の歴史や文化（家庭）に関する学習を充実

した。

○道徳教育の充実

・学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育に

ついて，その全体計画を作成することを新たに

規定した。

・「現代社会」や特別活動において人間として

の在り方生き方に関する学習を充実した。

４．教育内容の主な改善事項
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○体験活動の充実

・ボランティア活動などの社会奉仕，就業体験

を充実するとともに，職業教育において，産業

現場等における長期間の実習を取り入れること

を明記した。

○外国語教育の充実

・指導する単語数を増加するとともに，授業を

実際のコミュニケーションの場とするという観

点から，授業は英語で指導することを基本とす

るなどの改善をした。

○職業に関する教科・科目の改善

・職業人としての規範意識や倫理観，技術の進

展や環境等への配慮，地域産業を担う人材の育

成等，各種産業で求められる知識・技術等を身

に付けさせる観点から科目構成や内容を改善し

た。

職業に関する各教科については，「将来のス

ペシャリストの育成」，「地域産業を担う人材

の育成」，「人間性豊かな職業人の育成」とい

う３つの観点を基本として，教科横断的に改善

を図った。具体的には，社会的責任を担う職業

人としての規範意識や倫理観，技術の進展や環

境，エネルギーへの配慮，食の安全，情報モラ

ル・セキュリティ管理の重要性等，各種産業で

求められる知識と技術，資質を身に付けさせる

観点から，科目の新設を含め科目の構成や内容

を改善した。

①　将来のスペシャリストの育成

専門性の基礎・基本を一層重視するとともに，

専門分野に関する知識と技術の定着を図る観点

から科目の構成や内容の改善を図り，現行の８

教科１６９科目から８教科１８８科目で構成した。

（農業：２９→３０，工業：６０→６１，商業：１７→

２０，水産：２０→２２，家庭：１９→２０，看護：６

→１３，情報：１１→１３，福祉：７→９）

職業に関する各学科における原則履修科目は，

５．職業に関する教科の改善事項

現行と同様，各教科の基礎的科目と「課題研究」

の２科目とする。

実社会や職業とのかかわりを通じて，職業観，

規範意識，コミュニケーション能力等に根ざし

た実践力を身に付ける観点から，総則の「第５

款　教育課程の編成・実施に当たって配慮すべ

き事項」の「４　職業教育に関して配慮すべき

事項」において「産業現場等における長期間の

実習を取り入れる」ことを明記した。

②　地域産業を担う人材の育成

地域産業や地域社会との連携や交流を促進さ

せる観点から，各教科の「第３款　各科目にわ

たる指導計画の作成と内容の取扱い」で「地域

や産業界等との連携・交流を通じた実践的な学

習活動や就業体験を積極的に取り入れるととも

に，社会人講師を積極的に活用するなどの工夫

に努める」ことを明記した。

また，地域産業を担う人材の育成を重視する

観点から，農業や商業，水産等の関係科目にお

いて，地域産業の振興，商品開発や起業的な活

動等に取り組む学習に関する内容を充実した。

③　環境・エネルギー，食の安全等への対応と

職業人としての倫理観の育成

各教科の目標に，「○○の諸課題を倫理観を

もって解決し…」という文言を明記（看護，福

祉については，各科目レベルで明記）するとと

もに，関係科目においても内容を充実した。

特に，農業，工業，水産，家庭等の関係科目

において，例えば工業で「環境工学基礎」を新

設するなど，環境・エネルギーに関する内容や

食料の安全で安定的な供給など食の安全等への

対応に関する内容を充実した。

また，職業に関する各教科ごとの情報関連科

目において情報モラルや情報のセキュリティ管

理に関する内容を充実した。

教科「工業」については，国際分業の進展と

６．「工業」の改善について
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国際競争の激化が進む中，工業技術の高度化，

環境・エネルギー制約の深刻化，情報化とネッ

トワーク化の進展，技術者倫理の要請と伝統技

術の継承の高まり等に対応し，新たな時代のも

のづくり産業を支える人材を育成する観点から，

科目の新設を含めた再構成，内容の見直しを図

った。

教科の目標については，従前の目標に加え，

環境及びエネルギーに配慮し，技術者倫理を確

実に身に付け，実践的な技能をあわせもった技

術者を育成することをねらいとして改善を図っ

た。

工業の各分野に関する基礎的・基本的な

知識と技術を習得させ，現代社会における

工業の意義や役割を理解させるとともに，

環境及びエネルギーに配慮しつつ，工業技

術の諸問題を主体的，合理的に，かつ倫理

観をもって解決し，工業と社会の発展を図

る創造的な能力と実践的な態度を育てる。

専門科目の構成としては，「環境工学基礎」

を新設し，「マルチメディア応用」を「コンピ

ュータシステム技術」と名称変更するなど現行

の６０科目から６１科目とする。原則履修科目は，

従前通り「工業技術基礎」，「課題研究」の２

科目とする。

○主な改善事項として，次の３点がある。

・工業技術の高度化，環境・エネルギー問題へ

の対応

・情報化とネットワーク化の進展への対応

・技術者倫理の要請と伝統技術の継承の高まり

などへの対応

○教科の目標に工業の諸課題を倫理観をもって

解決することを明記するとともに，「工業技術

基礎」において，ものづくり技術者として求め

られる使命と責任について理解させることを明

記した。

○「実習」，「建築法規」，「化学工学」等にお

いて，技術者としての倫理感を養うことや法令

遵守について明記した。

○「実習」において日本の伝統技術・技能を扱

うことを明記するとともに，「繊維製品」等に

おいて，日本の伝統的な技法について扱うこと

を明記した。

○環境に関する基礎的な内容を学ぶ「環境工学

基礎」を新設するとともに，「実習」や「建築

計画」などでエネルギーについて配慮すること

を明記した。

○情報化とネットワーク化の進展に対応するた

め，「マルチメディア応用」をコンピュータシ

ステムに関する学習の充実を図り「コンピュー

タシステム技術」に名称変更した。

○「情報技術基礎」，「プログラミング技術」，

「ハードウェア技術」，「ソフトウェア技術」，

「電子情報技術」においても，技術の高度化に

対応するために学習内容を再編成した。

新学習指導要領の理念が各学校において実現

されるためには，高等学校においても，教員な

ど学校関係者が新学習指導要領の理念や内容に

ついての理解を深める必要がある。このため，

文部科学省では，小・中学校と同様に平成２１

年度を「集中周知・広報期間」と位置付け，教

科調査官などの担当官を各都道府県教育委員会

や各種研究会などの依頼により積極的に派遣す

ることとした。また，学習指導要領の冊子をA

４判化し，幼稚園・小学校・中学校等の全ての

教員に対して配布したことと同様に高等学校の

全ての教員に配布することとしている。

（本原稿は，平成２１年１月現在にて執筆した。

２月に告示された高等学校学習指導要領を確認

願いたい。）

７．周知・広報活動について
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工業技術基礎
課題研究
実習
製図
工業数理基礎
情報技術基礎
材料技術基礎
生産システム技術
工業技術英語
工業管理技術
環境工学基礎
機械工作
機械設計
原動機
電子機械
電子機械応用
自動車工学
自動車整備
電気基礎
電気機器
電力技術
電子技術
電子回路
電子計測制御
通信技術
電子情報技術
プログラミング技術
ハードウェア技術
ソフトウェア技術
コンピュータシステム技術
建築構造
建築計画
建築構造設計
建築施工
建築法規
設備計画
空気調和設備
衛生・防災設備
測量
土木基礎力学
土木構造設計
土木施工
社会基盤工学
工業化学
化学工学
地球環境化学
材料製造技術
工業材料
材料加工
セラミック化学
セラミック技術
セラミック工業
繊維製品
繊維・染色技術
染織デザイン
インテリア計画
インテリア装備
インテリアエレメント生産
デザイン技術
デザイン材料
デザイン史

改　訂　案 現　　　行 備　考

工業技術基礎
課題研究
実習
製図
工業数理基礎
情報技術基礎
材料技術基礎
生産システム技術
工業技術英語
工業管理技術

機械工作
機械設計
原動機
電子機械
電子機械応用
自動車工学
自動車整備
電気基礎
電気機器
電力技術
電子技術
電子回路
電子計測制御
通信技術
電子情報技術
プログラミング技術
ハードウェア技術
ソフトウェア技術
マルチメディア応用
建築構造
建築施工
建築構造設計
建築計画
建築法規
設備計画
空気調和設備
衛生・防災設備
測量
土木施工
土木基礎力学
土木構造設計
社会基盤工学
工業化学
化学工学
地球環境化学
材料製造技術
工業材料
材料加工
セラミック化学
セラミック技術
セラミック工業
繊維製品
繊維・染色技術
染織デザイン
インテリア計画
インテリア装備
インテリアエレメント生産
デザイン史
デザイン技術
デザイン材料

新設

名称変更

順序の変更

順序の変更

順序の変更
順序の変更
順序の変更

順序の変更
順序の変更
順序の変更

教科「工業」の科目構成
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